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１．基本的な取り 組み方針 

（1）耐震化を促進するための役割分担 

 建築物の耐震化を促進するためには、その所有者等や地域社会が、「自分の身は自分で守る」と いう

自助の考え方や、「自分のまちは自分たちで守る」と いう 共助の考え方に基づいて、自らや地域のため

に、その責任において取り組むこと が不可欠です。 

 隠岐の島町は、こう した所有者等の取り組みを支援していく と と もに、所有者等への指導など必要な

措置及び耐震化の推進体制の整備を行い、安全なまちづく りに向けて耐震化の促進に取り 組んでい

きます。 

 このよう な基本的認識に基づき、建築物所有者や地域社会、建築事業者、隠岐の島町等は、建築物の

耐震化を促進するため、次の事項に努めること と します。 

 

【役割分担一覧】 

建築物所有者 

（町民） 

  建築物の適切な保全に努めます。 

  自分、家族、利用者などの生命及び財産を 守るため、所有する建築物の耐震

診断を行い、必要に応じて耐震改修を行う よう 努めます。 

地域社会 

  地域内の防災性の向上を目的と し、自主防災活動の一環と して、地震時の危

険箇所の点検と その危険の除去及び地域内の住宅の耐震化が促進さ れるよ

う 努めます。 

建築事業者等 

  耐震に係る設計施工技術を研鑽し、建築物の品質・性能の向上及び価格の適

正化に努めます。 

  自らの営業努力により、耐震化工事の市場開拓に努めます。 

建築関係団体 

  建築事業者等に対する技術向上や経営改善等に関する支援、組織力を活用し

た耐震化工事の需要拡大に努めます。 

  消費者に対する情報提供、相談対応など公益法人と して積極的に地域貢献に

努めます。 

隠岐の島町 

  町民の生命と 財産を守ること は町の責務であり、耐震化に係る民間支援等は

一義的には町が担います。 

  町内の耐震化を先導する立場と して、率先して町有建築物の耐震化を進める

と と も に、耐震化促進に資する施策の拡充に努めます。 

島根県 

  市町村の枠を 越えて実施すべき 広域的業務、人的・財政的・性質的に市町村

が処理すること が適当でない補完的業務および市町村の連絡調整業務等を

担います。 

  県内の耐震化を先導する立場と して、率先して県有建築物の耐震化を進める

と と も に、耐震化促進に資する施策の拡充に努めます。 

  

第 4 章 建築物の耐震化目標を 達成するための施策 
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（２）耐震化を促進するための基本的な方針 

①住宅 

 旧耐震基準で建築さ れ、これまでに耐震化さ れていない住宅に対して耐震診断、耐震改修の実施を

促進すると と も に、空き家の活用及び老朽化した空き 家の解体等も 進めていき ます。また、新耐震基

準で建築さ れた住宅についても、耐震相談に応じていきます。 

 隠岐の島町内にある住宅は、そのほと んどが木造住宅であること から、木造住宅の耐震化を最優先

で進めます。まずは、耐震化の普及・啓発に積極的に取り組み、耐震化への第一歩である耐震診断の実

施につなげていきます。耐震性がないと 判断さ れた住宅に対しては、耐震改修が実施さ れるよう 環境

の整備に努めます。 

 
②特定建築物 

 所有する建築物の耐震化の必要性や、地震発生時に利用者等の周囲に与える影響などについて理

解してもらえるよう 、特定建築物の所有者等に対して啓発及び情報提供を行います。また、耐震診断や

耐震改修に向けての相談、助言、支援を関係団体等と 連携して行い、耐震化の促進を図ります。 

 特に、耐震診断が義務づけられている「要安全確認計画記載建築物」の所有者等に対しては、耐震診

断を行い、その結果を定める期限までに島根県に報告する義務がある旨を説明する機会を設けるな

ど、積極的に耐震化への取り組み・支援を実施します。 

 
（３）重点的に耐震化の促進を図る地域及び建築物 

 地震災害による周辺地域への被害拡大の防止、地震災害発生後の避難・救助・医療活動などの応急

対策の円滑化を図る観点から、次の地域について重点的に耐震化を進めます。 

  １）避難・救助活動が困難で延焼拡大の危険性がある老朽木造住宅密集地域 

  ２）緊急輸送道路の沿道地域 

 

 また、地震災害による人的被害の最小化、地震災害発生後の避難・救助・医療活動などの応急対策に

おいて必要な施設機能の確保を図る観点から、次の建築物について重点的に耐震化を進めます。 

  １）耐震性が不明又はないと 判断さ れる住宅 

  ２）要安全確認計画記載建築物 

  ３）災害時に救護施設と なる病院 

  ４）災害時に要援護者施設と なる社会福祉施設等 

  ５）災害時に一時居住施設と なる公営住宅等  
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２．建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

 耐震化に関する情報の提供や相談の実施及び耐震診断や耐震改修費用の負担を軽減するための助

成制度の活用を促すこと により、耐震診断・耐震改修の促進を図ります。 

 また、大規模な地震発生時には、建築物の倒壊等による被害だけでなく 、建築物に付属するも のの

落下による被害なども 多く 発生しているため、建築物以外の地震予防対策や地震発生後の応急対策

の円滑な実施も図ります。 

 
（１）耐震診断及び耐震改修の誘導・支援策 

①耐震診断・耐震改修に対する補助制度 

 隠岐の島町では、耐震診断や耐震改修に係る町民の負担を軽減して耐震化を促進するため、国の補

助制度も活用して、木造住宅を対象に耐震診断・耐震改修費用等の助成制度を実施しています。しかし

ながら、制度の利用が少なく 、耐震化が進んでいません。今後も制度の実施を継続し、町民に対して制

度の周知・普及を積極的に行っていきます。 

 また、住宅以外の建築物についても 国や島根県の補助事業等を活用して、耐震化を支援していき ま

す。特に耐震化が進んでいないホテル・旅館等については、窓口への相談も多いこと から、積極的に助

成制度の創設を検討していきます。 

 

【現在実施している木造住宅耐震対策助成制度（2 0 17 年 4 月 1 日現在）】 

事業名 補助内容 上限 

耐震診断 耐震診断に要する費用の 10 /10  10 0 ,0 0 0 円 

耐震改修工事 耐震改修工事に要する費用の 2 3 ％ 9 0 0 ,0 0 0 円 

耐震補強計画 耐震補強計画に要する費用の 2 /3  3 0 0 ,0 0 0 円 

解体除却工事 解体除却工事に要する費用の 1/3  5 0 0 ,0 0 0 円 

 

②耐震改修促進税制等の活用 

 国においては様々な耐震改修促進税制が実施さ れています。 

 住宅については、耐震改修を行った場合の所得税額の特別控除や固定資産税の減額措置が実施さ

れています。また、耐震改修を行った場合の住宅ローンについても 一定の税制支援が受けられるよう

になっていますので、これらの税制の特例措置を町民に対して広く 周知し、活用を促します。 

 また、特定建築物については、耐震改修工事に伴って取得する部分について所得税及び法人税の特

別償却措置を受けられるよう になっています。さ らに耐震診断が義務づけられた建築物に対しては、

耐震診断結果が報告さ れたものについて、耐震改修を行った場合の固定資産税の減額措置が実施さ

れています。これらの税制についても広く 周知し、耐震化の促進を図ります。 
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【現在実施している木造住宅耐震対策助成制度（2 0 17 年 4 月 1 日現在）】 

対象 税の種類 概要 

住宅 

所得税の特別控除 
耐震改修工事を 行った場合、工事に要した費用の 10 ％相当額がその年

の所得税額から控除さ れる。（上限 2 5 0 ,0 0 0 円） 

固定資産税の減額措置 
耐震改修工事を 行った場合、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税の

1/2 が減額さ れる。（1 戸あたり 12 0 ㎡相当分まで。） 

リフォーム融資 
耐震改修工事補の 8 0 ％を上限に融資が行われる。（上限 1 ,0 0 0 万円） 

※満 6 0 歳以上の高齢者には「高齢者向け返済特例制度」がある。 

特定建築物 

法人税・所得税の 

特別償却 

耐震診断が義務づけられた建築物の耐震改修工事を行った場合、耐震改

修により取得・建設した部分について、特別償却 2 5 ％ができ る。 

固定資産税の減額措置 
耐震診断が義務づけられた建築物の耐震改修工事を行った場合、翌年度

分から 2 年度分の固定資産税について 1/2 が減額さ れる。 

 

③リフォーム等にあわせた耐震改修の促進 

 住宅設備やバリアフリー化等のリフォームの機会にあわせて耐震改修を実施すること は、建築主にと

って費用面・工期面でメ リットがあります。このため、リフォーム時に耐震診断や耐震改修が実施さ れ

るよう 、町、建築事業者及び関係団体等が連携して町民にメ リットを紹介する体制を構築し、耐震化を

促していきます。 

 また、リフォームに関する相談があった場合には、あわせて耐震改修に関する啓発や助言を行ってい

きます。 

 

④中古住宅の耐震改修の促進 

 空き家等に入居する際の修繕にあわせて耐震改修工事を実施すること は、安全な住宅の供給に繋が

ります。特にＵＩ ターン者等が空き 家等に入居する場合には、耐震診断を実施し、耐震性が不足する場

合には耐震改修が実施さ れるよう 、県及び関係部局と 連携して積極的な実施を促していきます。 

 

⑤地域による耐震化の取り組みの促進 

  耐震化は住宅の所有者等が自主的に取り組む必要がありますが、これまで実施してき た個々の住

宅に対する対応のみでは耐震化率を大幅に引き上げること が難しい状況です。そこで地域が連携して

地震対策に取り組む仕組みの構築を進めます。 
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⑥部分的な耐震化に対する補助制度の検討 

 耐震改修は所有者等にと って費用面等で負担が大きく 、様々な要因から容易に実行できない場合が

あります。そのため、町民の生命及び財産を守ること を最優先と 考え、高齢者や障がい者等に対し、耐

震シェルターや防災ベッドの設置費用の補助制度の創設を検討します。 

 

⑦新耐震基準で建築さ れた住宅の耐震診断に対する支援の検討 

 近年の地震被害状況を鑑み、19 8 1 年 6 月以降に新耐震基準で建築さ れた住宅についても、耐震診

断の実施に対する支援を検討します。 

 

 
（２）安心して耐震診断及び耐震改修ができる環境整備 

①優良技術者及び事業者の紹介 

 島根県は、県内事業者の技術水準の底上げを図るための高技術水準の専門講習や、耐震診断が義務

づけられた建築物の耐震診断を実施できる建築士を養成するための講習を受講・修了した者を登録

する制度を設け、県内の相談窓口や県ホームページ等で公開しています。一定の技術水準を持つ技術

者を町民が安心して選択できるよう 、こう した県の制度及び優良技術者・事業者を広く 周知していき

ます。また、町内の事業者に対しては、講習会への積極的な参加を呼びかけていきます。 

 

②相談窓口体制の充実 

 建築物の所有者等が安心して耐震診断・耐震改修を実施できるよう 、建設課に耐震相談窓口を設け、

耐震診断・耐震改修の方法、補助制度の紹介などを行っています。引き続き相談窓口を設置し、島根県

や建築関係団体と も連携して、町民や事業者からの相談に対応していきます。 

 また、島根県等が実施する研修会に積極的に参加し、適切な指導や情報提供を行う こと ができ るよ

う 、情報収集に努めます。 

 

③特定優良賃貸住宅等の空き家の活用 

 耐震改修の実施に伴い仮住居が必要と なる所有者等に対し、特定優良賃貸住宅等の空き 家を活用

できるよう 島根県と 連携を図り、耐震改修の促進を図ります。 
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④標準的な耐震診断費の情報提供 

 島根県は、住宅所有者等に対する事業費補助の公平化、補助事業を実施する市町村の事務手続きの

明確化・簡素化及び市町村ごと の耐震診断に要する費用の標準化を図るため、ガイドラインを制定し、

県のホームページ等を用いて情報提供すると しています。このガイドラインを活用して、住宅所有者等

に対し、相談窓口等において耐震診断に関する情報提供を行います。 

 

 
（３）地震時の建築物の総合的な安全対策 

①建築物以外の地震予防対策 

  ブロック塀の安全対策 

 コンクリートブロック塀等は地震時に倒壊しやすく 、倒壊した場合にはその下敷き と なることで死傷

者が発生したり、倒壊したブロックが道路を閉塞すること により避難や救援活動に支障をきたしたり

すること が考えられます。そのため、所有者等に対して適切な維持管理や補強・撤去等の安全対策につ

いて周知し、地域の安全性の向上に努めます。 

 

  窓ガラス・天井等の落下防止対策 

 地震発生に伴う 窓ガラスの破損や天井等の落下は、建築物利用者や歩行者に被害を及ぼす危険性が

あります。また、落下物等により、避難や救援活動に支障をきたすこと も考えられます。そのため、建築

物の所有者等に対して、落下による危険性を周知すると と も に、点検、改修を通じて地震への備えが

施さ れるよう 、様々な機会を捉えて指導・助言を行っていきます。 

 

  エレベーターの安全対策 

 地震発生時のエレベーターの緊急停止により、エレベーター内に閉じ込められる事例が発生していま

す。このため、地震によりエレベーター内に閉じ込めが発生した場合の対処方法について、建築物の所

有者等に周知すると と もに、対応方法を掲示するなど利用者への告知も促していきます。 

 また、島根県や関係団体と 協力して、Ｐ波感知型地震時管制運転装置（地震発生時にエレベーターを

安全に制御し、閉じ込め事故等を防止するための装置）等の設置を促進していきます。 
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  家具の転倒防止 

 建築物に十分な耐震性があっても、家具等の転倒により死亡・負傷事故などの被害が発生したり、避

難の際に支障が生じたりすること があります。このため、耐震診断・耐震改修の啓発にあわせて、家具・

家電製品などの家財が凶器と ならないよう 、転倒・移動防止対策や家具の配置方法についても必要な

情報を提供していきます。 

 特に高齢者にと っては致命的な問題と なる可能性も高いこと から、居間や寝室など滞在時間の長い

部屋の安全対策が実施さ れるよう 、自治会等を通した啓発・支援策の取り組み方法について検討しま

す。 

 

②土砂災害防止対策 

 地震によりがけ崩れ等の土砂災害が発生するおそれがあります。隠岐の島町ではこれまでも 、がけ

地崩壊から町民の生命と 財産を守るため、「がけ地近接等危険住宅移転事業」により危険な住宅に対

する災害防止措置を行っていますが、未だ危険箇所に存在する住宅も多いため、取り組みを引き続き

行い、危険な住宅の移転を促進していきます。 

 また、島根県が指定する土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）や急傾斜地崩壊危険箇所、及び島

根県が指定を検討している土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）の土砂対策を島根県と 連携し

て推進すると と もに、これらの情報等を町民に開示して災害に対する危険の周知を図ります。 

 

【土砂災害警戒区域/土砂災害特別警戒区域の閲覧システム（マップ o n しまね）】 
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③密集市街地の地震防災対策 

 古く からの住宅市街地や漁村集落などには、老朽化した住宅が密集する市街地が点在しており、地

震・火災時の防災機能の低下が懸念さ れています。これらの地域では狭あいな道路も多く 、避難・救援

活動への支障や延焼の危険など、防災上の問題を多く 抱えています。そのため、これらの問題の改善

に向けて、狭あい道路整備事業の導入など、総合的な対策の検討を進めます。 

 

④地震発生後の応急対応 

  被災建築物応急危険度判定の実施 

 地震により被害を受けた建築物は、その後の余震等による倒壊や窓ガラス・外壁の落下などさ らな

る被害を引き起こす危険性があります。このため、島根県及び（一社）島根県建築士会と 連携して、被

災建築物応急危険度判定士の派遣体制を整備し、被災した建築物の調査と その後に発生する余震等

による危険性の判定を行い、二次災害を防止します。 

 また、地震により宅地が広範囲に被災した場合には、その後の余震によって宅地が崩壊する等、被害

が拡大する可能性もあります。そこで被災建築物応急危険度判定と 連携して、被災宅地危険度判定士

による被災宅地の危険性の判定が実施さ れるよう 相互調整を行い、町民の安全確保を図ります。 

 

  被災者に対する賃貸住宅の紹介・斡旋 

 大規模地震等の災害により住宅に住むこと ができなく なった被災者に対し、県営住宅及び町営住宅

等の空き家を紹介します。また、島根県と 宅地建物取引業団体と の間で終結した協力協定に基づいた

民間賃貸住宅の空き家の紹介・斡旋制度を活用します。 

 

  その他、応急・復旧対策の支援 

 被災住宅の応急修理、り災証明発行のための住宅被害調査、住宅相談所の開設などに関して、建築

関係団体と 協力体制の構築に努め、地震災害の発生に備えます。 

 

⑤地震保険等の加入促進 

 地震により家屋が倒壊した場合、被災者は自力で復旧を行わなければならず、多く の負債を抱える

こと になります。そのため、財産を保護するためには地震保険への加入も 有効な手段であると 考えら

れるため、島根県と 連携して地震保険や建物更正共済等の加入促進に向けた情報提供に努めます。 
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⑥「基準適合認定建築物マーク」の普及 

 建築物の所有者が所管行政庁である島根県に申請し、耐震性を有する旨の認定を受けた建築物は、

その建築物本体や広告に「基準適合認定建築物マーク」を標示すること ができます。これにより、利用

者等に対して当該建築物が耐震性を有していること を情報提供すること ができます。この制度の普及

により、町民の耐震診断・耐震改修等への関心を高めていきます。 

 なお、この制度は、新耐震基準により建てられた建築物も含め、耐震性を有している全ての建築物が

対象と なります。 

【基準適合認定建築物マーク】 

 

 

 

 

（注意）このマークは、建築物の所有者からの申請により 任意に

表示さ れるものです。したがって、マークが表示さ れてい

ない建築物であっても 耐震性が不足していると いう も の

ではありません。 
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３．建築物の地震防災に関する啓発及び知識普及のための施策 

 住宅・建築物の耐震化を促進するには、建築物の所有者等がその必要性や重要性について十分に認

識すること が必要なため、地震防災マップの作成・公表による知識の普及やホームページやリーフレッ

トなどによる情報提供の充実を図ります。 

 
（１）地震防災マップの作成・公表 

 所有者等の意識啓発を図り、住宅・建築物の耐震診断・改修を促進さ せるため、想定さ れる大規模地

震の概要と 、地震による危険性の程度等を記載した地震防災マップを作成し、公表すること を検討し

ます。 

 2 0 10 年に「隠岐の島町耐震改修促進計画」を策定した際、一部地域で耐震化マップを作成しました。

今後、他の地域においてもこの耐震化マップを作成すること を検討し、作成した際にはホームページ等

で公表していきます。 

 

【耐震化マップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）効果的な啓発メ ディ アの整備 

①啓発用パンフレット等の配布 

 島根県は、広く 県民の地震防災に関する意識啓発と 知識普及を図るため、耐震改修促進法の概要や

地震被害の状況と 対策の必要性、耐震診断・改修の方法等を掲載したパンフレットを作成しています。

このパンフレットを相談窓口等で配布し、耐震化に向けた意識啓発を進めます。 
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【耐震対策啓発パンフレット（島根県作成） 左：住宅編、右：特定建築物編】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②耐震改修事例集の活用 

 島根県では、リフォームにあわせた耐震改修工事の事例や、国が認定した耐震改修広報や事例別の

工事費用、資金計画に関する情報を掲載した事例集を作成すると しています。この事例集を相談業務

などで活用し、町民が民間事業者による耐震改修工事の参考にします。 

 

③広報用ビデオ等の活用 

 耐震改修工事に関する所有者の体験談や工法別の工事概要などを記録したＤＶＤなどを、学習教材

と して活用すること を検討します。特に映像資料は、町民への意識啓発に有効であると 考えられるた

め、その活用方策について積極的に検討します。 

 
（３）多様な学習機会の提供 

①セミ ナー・講習会などの開催 

 島根県及び建築関係団体と 連携して、一般向け、特定建築物の所有者向けのセミ ナー・講習会を開催

し、町民の地震防災に関する意識啓発と 知識普及、自主的な耐震化を図ります。 

 また、小中学校や町内会等での避難訓練や防災学習の機会を捉え、耐震対策の知識普及を図ります。 

 

②各種行事を活用した広報活動の実施 

 建築物防災週間や違反建築物防止週間における指導や広報活動等の活動を通して、積極的に地震

防災対策についての啓発を行います。 
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４．建築物の所有者等に対する法的措置等の実施方針 

 地震被害の軽減や円滑な応急対策を図るため、耐震性がないと 判断さ れる建築物について、耐震性

を確保するために必要があると 認める場合には、その所有者等に対して、所管行政庁及び特定行政庁

である島根県によって、耐震改修促進法による「指導」等及び建築基準法による「勧告」又は「命令」等

が実施さ れます。 

 ここでは、島根県によって行われる法的措置等についてまと めます。 

 

（１）耐震改修促進法による法的措置 

 耐震改修促進法では、建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するため必要があると

認められると きは、所管行政庁から所有者に対して、次に示す措置を段階的に行う こと ができ ると さ

れています。 

  耐震診断及び耐震改修について必要な「指導及び助言」 

  必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと 認められると きの必要な「指示」 

  正当な理由がなく 上記の「指示」に従わなかったと きの「公表」 

 

 これに加え、耐震診断結果の報告を義務づけられた要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認

計画記載建築物の所有者に対しては、次の命令等を行う こと さ れています。 

  報告さ れた耐震診断の結果の「公表」 

  耐震診断の結果が報告さ れなかった場合に報告を行う こと 、又は虚偽の報告がさ れた場合

に報告の内容を是正すべきこと を命じる「命令」 

  上記の「命令」がさ れた場合の「公表」 

 

 島根県では、大規模な地震の発生で建築物が倒壊等した場合に、被災者救援・救護活動、消火活動等

の災害応急対策に重大な支障をき たすこと がないよう 、要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確

認計画記載建築物を県計画で指定し、対象建築物の耐震診断結果の報告を義務づけること により、重

点的な耐震化の促進を図っています。 

 

 ■防災拠点及び避難所（要緊急安全確認大規模建築物に限る） 

  隠岐の島町における指定建築物…なし 

  指定年月日：平成 2 8 年 3 月 15 日 診断結果の報告期限：平成 2 7 年 12 月 3 1 日 

 

 



- 41 - 
 

 ■防災拠点すべて及び避難所 

  （平常時の用途が耐震改修促進法第 14 条第 1 項に掲げる用途に供するものに限る） 

  隠岐の島町における指定建築物…隠岐の島町役場 

  指定年月日：平成 2 9 年 4 月 1 日 診断結果の報告期限：平成 3 3 年 3 月 3 1 日 

  ※指定時点において、耐震診断の実施により「地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、 

   又は崩壊する危険性が低い。」と さ れている建築物は除外さ れています。 

 

 また、県計画「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画（平成 2 5 年 6 月）」に定める緊急輸送道路の中

から、耐震診断結果の報告の義務づけ対象と なる道路を指定しています。この指定により、道路を閉

塞するおそれのある沿道の建築物の所有者等から申請があった場合には、耐震診断の実施に要する

費用の一部を負担すると して、当該道路の通行及び円滑な避難の確保を図ると しています。 

 さ らにこの指定により、沿道の建築物の所有者等に対しては、耐震改修促進法に基づく 法的措置を

行う こと が可能になりました。 

 

 ■診断結果の報告の義務づけ対象と なる道路 

  【耐震診断結果の報告の義務づけ対象と なる道路一覧】 

道路種別 路線名 区間 

一般国道（指定外） 国道 4 8 5 号 
西郷港 本港臨港道路･第二臨港道路交点～ 

  広域農道岬線交点 

主要地方道 県道 4 3 号（隠岐空港線） 町道西郷 2 7 0 号交点～隠岐空港 

主要地方道 県道 4 7 号（西郷布施線） 国道 4 8 5 号交点～町道宮ノ前西町線 

町道 町道有木 1 号 町道宮ノ前西町線交点～町道中町中条線 

町道 町道西郷 2 7 0 号 広域農道岬線交点～県道 4 3 号（隠岐空港線）交点 

町道 町道中町中条線 町道有木 1 号交点～隠岐病院 

町道 町道宮ノ前西町線 県道 4 7 号（西郷布施線）交点～町道有木 1 号交点 

その他 広域農道岬線 国道 4 8 5 号交点～町道西郷 2 7 0 号交点 

その他 西郷港 本港臨港道路･第二臨港道路 西郷港～国道 4 8 5 号交点 

  指定日：平成 2 9 年 4 月 1 日 診断結果の報告期限：平成 3 8 年 3 月 3 1 日 

 

 

 

 

 

 

 

出典：島根県「島根県建築物耐震改修促進計画」 
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【耐震診断結果の報告の義務づけ対象と なる道路図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：島根県「島根県建築物耐震改修促進計画」 
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（２）建築基準法による勧告又は命令等の実施 

 耐震改修促進法に基づく 公表を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が耐震改修を行わない場合

には、特定行政庁は建築基準法に基づき、次のよう な勧告等を行う こと ができると さ れています。 

  損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく 保安上危険又は衛生上有害と な

るおそれがあると 認める場合の保安上又は衛生上必要な措置をと ること の「勧告」、及び正

当な理由がなく 「勧告」に係る措置をと らなかった場合の「命令」 

  著しく 保安上危険であり、又は著しく 衛生上有害であると 認める場合の保安上又は衛生上必

要な措置をと ること の「命令」 

 
①勧告 

 県計画では、耐震改修促進法に基づく 公表を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が耐震改修を

行わない場合には、建築基準法第 10 条第 1 項の規定に基づき、相当な猶予期間を設けて保安上必要

な措置をと ること を「勧告」すると しています。 

 「勧告」は具体的に実施すべき 事項及び勧告に従わない場合には命令を発する旨を明示した勧告書

を交付する等の方法で行われます。 

 
②命令 

 島根県は、「勧告」を受けた所有者等が、正当な理由がなく その「勧告」に係る措置をと らなかった場

合は、建築基準法第 10 条第２項に基づいて、その「勧告」に係る措置を「命令」すると しています。 

 また、「勧告」に関わらず、著しく 保安上危険と 認められる建築物については、当該建築物の所有者等

に対し、速やかに、建築基準法第 10 条第３項に基づいて保安上必要な措置をとること を「命令」する

と しています。 

 「命令」は具体的に措置すべき事項及び命令に従わない場合は告発する旨等を明示した命令書を公

布する方法で行われます。 
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５．今後の推進体制整備等に関する方策 

 関係機関・建築関係団体等と の連携強化や耐震化の実施状況等のフォローアップなどにより、建築

物等の耐震化の効果的な促進を図ります。 

 

（１）連携体制の整備・強化 

①町民・地域社会と の連携 

 町民に対しては建築物の耐震化の意義等について周知を図り、自主的に行われる耐震化への取り組

みを支援していきます。 

 また、地域社会と 連携して啓発活動に広く 取り組むと と も に、地域社会が地域のために行う 耐震化

への取り組みを支援していきます。 

 
②建築関係団体等と の連携 

 建築物の所有者等に対する耐震診断や耐震工事に関する情報提供や相談対応について、相互に連

携・協力して取り組んでいきます。 

 

③庁内関係部局と の連携 

 消防防災や定住対策、管財など、関係する部局と の連携を強化し、効果的な施策を展開していきます。 

 

④島根県と の連携 

 所管行政庁である島根県と は十分に情報交換し、町民の防災意識の啓発や耐震化への取り組み支援

を行う と と もに、法的な措置等が必要と なった場合には、積極的に連携を図りながら対応していきま

す。 

 

（２）計画のフォローアップ 

 建築物の耐震化を着実に促進するため、特定建築物等をまと めた台帳を作成し、耐震化の進捗状況

を定期的に把握、整理する仕組みを構築します。それを基にして、効率的に耐震化への助言・指導等を

行っていきます。 

 また、国の基本方針や県計画、隠岐の島町地域防災計画の改定や、社会情勢の変化等により必要と

なった場合には、本計画の見直しを行います。 


